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１．請願の要旨 

① 平日の学童保育における延長保育の実施時間を、午後７時まで延長すること 

を求めます。 

② 長期休暇等の学校休業日における学童保育時間について、午前７時 30 分から 

午後７時まで（市立保育所と同等の時間）となるよう延長することを求めます。 

 

２．請願の理由 

 ① 児童福祉課に提出している保護者の勤務地・勤務時間・通勤時間からも分かる

通り、18 時 30 分までに迎えにいく事が困難な保護者が多数存在する現状におい

て、私立保育園等に併設されている学童保育所の受け入れ人数には限りがあり、

実際に希望の学童保育所に入所できない児童（予定を含む）が多数発生している

のが現状です。 

またそれに伴い、主に母親が現在の勤務先を退職、または待遇の低下を余儀な

くされているのが実際です。 

女性の社会進出が叫ばれる中、実態とはあまりにもかけ離れた保育実態であり、

その差を埋めるためには、少なくとも公立の学童保育所における保育時間を午後

７時まで延長していただく事が、問題解決のための最小努力かつ効果的な政策で

あると考えます。 

 

② 学校休業日における学童保育時間は、香芝市保育所の開閉所時間（午前７時 30

分から午後７時）に比べ、香芝市学童保育所は８時 30 分から 18 時と朝夕それぞ

れ一時間もの差があります。 

勤務の関係で送迎ができないとなった場合、特に入学前の春休みに新入生が一

人で学童保育所まで通うのは非常に困難であり、また事件や事故に巻き込まれる

など、多大な危険が伴うことは明らかです。 

長らく不況のため、育児にかかる費用を捻出するために共働きを余儀なくされ

る家庭は少なくありません。また、父子、母子家庭においては、退職や待遇の低

下は死活問題です。 

こどもの健全な育成、またそれに必要な環境整備を行うために不可欠である就

労の安定化のため、学童保育時間の延長を切実に希望いたします。 

 

地方自治法第１２４条の規定により、上記のとおり請願書を提出します。 


